
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 2 章 特掲診療料 第 3 部 検査 第１節 検体検査料 第 2 款 検体検査判断料 

D026 検体検査判断料 
 

D026 検体検査判断料   

1 尿・糞便等検査判断料 

2～7 （※略） 

 

34 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

注１ 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は

回数にかかわらずそれぞれ月１回に限り算定で

きるものとする。ただし、区分番号 D027 に掲げ

る基本的検体検査判断料を算定する患者につい

ては、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色

体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検

査（Ⅰ）判断料、免疫学的検査判断料及び微生物

学的検査判断料は別に算定しない。 

 

注２ 注１の規定にかかわらず、区分番号 D000 に掲

げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を

算定した場合にあっては、当該検査については

尿・糞便等検査判断料は算定しない。 

 

注 3～注 9 （※略） 

(5)～(13)（※略） 

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体

検査実施料及び当該検査が属する区分（尿・糞便

等検査判断料から微生物学的検査判断料までの

７区分）に係る検体検査判断料を合算した点数を

算定する。 

(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分

に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、

月１回に限り、初回検査の実施日に算定する。 

(3) 実施した検査が属する区分が２以上にわたる場

合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算

定できる。 

(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び

外来の両方又は入院中に複数の診療科において

検体検査を実施した場合においても、同一区分の

判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわら

ず、月１回に限る。 

 

  


